
【 申請方法

自転車安全利用テキスト(児童用、生徒等用、高齢者用)を区役所地域力推進室などで受け取り
※市公式ウェブ、サイトからもダウンロードできます。

く注意> 補助対象者の方によるテキストの学習が補助の要件となっています。

受け取りの際はテキストの対象者をご確認ください。

テキストlこより自身で、学習(小学生は保護者の方と一緒に学習)

.-. 
庖舗等で補助対象となる新品のヘルメットを購入し、領収書を受領

易
①チェックシート付交付申請書兼誓約書兼実績報告書、②請求書、③領収書の

勾~ 3点をスポーツ市民局地域安全推進課へ郵送または区役所地域力推進室へ提出。
交付決定通知書兼確定通知書到着

指定口座 ヘ補助金を振り込み

E翠WT.名古屋市スポーツ市民局地域安全推進課 TEじ052・972-3040



-寸 二 く自転車に乗るとき〉 三九司

;士、入1以外訪日員立て限切叫
自転車に乗っていて、もしも事故にあったとき、ヘルメツトを着用していることがとても大切です!

自転車事故による死者のうち約ア割が

『頭部jの損傷が原因で、亡くなっていますo

ヘルメット非着用時の致死率は
着用時に比べ、約 3.0倍となっています。
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，"愛知県笛察統計 ※自転車乗用中のヘルメット着用状況別の致死率(嘗察庁)

( しっかり守ろう! 】

「①自転車は車道が原-道は例外1「②車道は左側を通行 、
ただし、以下の場合は歩道を通ることができます

※普通自転車に限る

• r通行可jの標識・標示がある場合

.13歳未満の子ども、70歳以上の方、車

道の安全な通行に支障がある、身体に

障害がある方が運転している場合

-車道通行が危陳な場合

F③歩道は歩行者優先で、羽
車道寄りを徐行 目

歩行者のじゃまになりそうなときは

一時停止しましよう!

f④安全ルールを守る a 
-飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

・夜間はライトを点灯

-交差点での信号遵守と

一時停止・安全確認

ながらスマホは

やめましよう!

r⑤子どもはヘルメツ卜を着用1

3も
幼児・児童以外の方も、

自転車利用者はヘルメットの賞用に

努めましょう!(霊知県下では、

令和3年10月1日から
全年齢が努力義務に!)
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